
普通徴収として取り扱うべき給与受給者の人数と切替理由ごとの内訳は次のとおりです。
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（宛先）

（宛先）

※特別徴収となります。

※普通徴収となります。

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣

指　定　番　号

■

154000
長方形

154000
ノート注釈
154000 : Unmarked

154000
線

154000
ノート注釈

154000
線




